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●ベビーリーフ記念日（８日）
　神戸市に本社を置き、１９９４年９月４日に関西国際
空港が開港したときにベビーリーフを日本にはじめて
輸入をしたエム・ヴイ・エム商事㈱が制定しました。ベ
ビーリーフは栄養価が高いことで知られている野菜の
幼葉です。日付は４と８で「幼葉（ようば）」の語呂合
わせと、サラダの需要期の春であり、その名が入学式
や新学期にふさわしいことからこの日になりました。
ちなみにベビーリーフと名付けたのも同社です。

　日差しも明るく、春めいて

まいりましたが、世の中毎日

暗い話題ばかりですね。

　手洗い・うがい、よく働き、

よく食べ、よく寝る。そして

自己免疫力をつける。

　１日も早く、普段の日常に

戻りますように。

「今月の“こんな日”」「今月の“こんな日”」
広報委員の“つぶやき”

※40歳から64歳までの方（介護保険第２号被保険者）は、全国一律の介護保険料率（1.79％）が加わります。
※介護保険に必要な費用は、40歳以上の方に納めていただく介護保険料で賄うこととされ、その費用は年度ごとに決めら
　れることとなっています。そのため、介護保険料率についても毎年度見直しを行うこととなっています。
※賞与については、支給日が３月１日分から変更後の保険料率が適用されます。
　（保険料額表は「全国健康保険協会ＨＰ→健康保険ガイド→保険料率→都道府県毎の保険料額表」
　をご覧ください。）

兵庫支部の健康保険料率は前年と変更ありません。
介護保険料率は変更となります。
皆さまのご理解をお願い申し上げます。

日本年金機構・全国健康保険協会 兵庫支部
（https://www.nenkin.go.jp/) (https://www.kyoukaikenpo.or.jp/）

【問い合わせ先】協会けんぽ兵庫支部　TEL０７８－２５２－８７０１

全国健康保険協会兵庫支部からのお知らせ

令和２年３月分（４月納付分）からの
協会けんぽの保険料率についての変更点

給与・賞与の １０．１4％健康保険料率

→令和２年２月分（３月納付分）まで

給与・賞与の １．73％
令和２年３月分（４月納付分）から

給与・賞与の １．79％
介護保険料率

令和２年３月分（４月納付分）からの
協会けんぽの保険料率についての変更点

●●●●●●●●●●●４月の会議所カレンダー４月の会議所カレンダー
日 曜日 行　　　事
2
3
9
13
14
15

木
金
木
月
火
水

広報委員会
法律相談
雇用相談
正副会頭と部会長・委員長との意見交換会
不動産相談
令和2年度前期会費〈市内金融機関口座振替日〉、税務相談

日 曜日 行　　　事
17

21

22
27
28

金

火

水
月
火

法律相談
加環研 正副会長・正副部会長会議
社会保険・労務相談、金融相談
会員委員会（会員バス旅行下見会）
令和2年度前期会費〈市外金融機関口座振替日〉、特許・商標相談
金融・不動産業部会　第222回例会

【確定申告の申告・納付期限の延長について】
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、所得税・消費税等の申告・納付期限が、いずれも４月16日㈭まで
延長されています。

令和元年分所得税等、個人事業者の消費税及び地方消費税確定申告締切日：４月16日㈭
※振替日は、所得税が５月15日㈮、消費税が５月19日㈫になります。


